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入間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

地方税法施行令の一部改正等に伴い、緊急に入間市国民健康保険税条例を改正する必要

が生じたことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分し、令和２年４

月１日から施行したものです。 

この専決処分については、令和２年第２回入間市議会定例会（６月議会）において議案

を提出し、承認を得ました。 

 

 

〔 改正内容 〕 

第２１条関係 

減額措置に係る軽減判定所得の算定方法の改正 
〇国民健康保険税の減額の対象となる世帯の軽減判定所得について、５割軽減及び２割

軽減の対象となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を引き上げ、減

額措置の拡大を図りました。 

 

区 分 
軽減判定所得 

改正後 改正前 

５割軽減 33万円+（285,000円×被保険者数） 33万円+（28万円×被保険者数） 

２割軽減 33万円+（52万円×被保険者数） 33万円+（51万円×被保険者数）  

※７割軽減の軽減判定所得は 33万円で変更ありません。 

 

（参考） 

改正後と改正前の比較（令和２年 3月 9日時点） 

区 分 

５割軽減 ２割軽減 

世帯数 被保険者数 軽減額（円） 世帯数 被保険者数 軽減額（円） 

改正後 2,906 5,258 85,164,625 2,911 5,291 34,191,400 

改正前 2,859 5,175 83,848,875 2,836 5,160 33,313,050 

増減数 47 83 1,315,750 75 131 878,350 

資料６ 
令和 2年 8月 4日 
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入間市国民健康保険税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第21条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の額

は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が61万円を超える場合には、61万

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課

税額からウに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が19万円を超える場合に

は、19万円）並びに同条第４項本文の介護納

付金課税額からエに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が16万円を超える場

合には、16万円）の合算額とする。 

第21条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の額

は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が61万円を超える場合には、61万

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課

税額からウに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が19万円を超える場合に

は、19万円）並びに同条第４項本文の介護納

付金課税額からエに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が16万円を超える場

合には、16万円）の合算額とする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 法第703条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合計額が、33万円に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき28

5,000円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

(2) 法第703条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合計額が、33万円に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき28

万円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～エ 略 ア～エ 略 

(3) 法第703条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合計額が、33万円に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき52

万円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

(3) 法第703条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合計額が、33万円に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき51

万円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア～エ 略 ア～エ 略 

 


